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総 務 文 教 常 任 委 員 会 

                        令和５年１２月１１日（月）   
        午前１０時～ 全員協議会室  

                                             

１ 開議 

[事務局日程説明] 

 

２ 議案審査     

 

市 長 公 室                                                

（１）第１号議案  令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

         ＜説明～質疑＞ 

（２）第９号議案  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

（３）第１０号議案 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

（４）第１１号議案 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

＜説明～質疑＞ 

 

政策企画部                                                                       

（１）第１号議案  令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

          ＜説明～質疑＞ 

 

総 務 部                                                                        

（１）第１号議案  令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

          ＜説明～質疑＞ 

 

教 育 部                                                                        

（１）第１号議案  令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

＜説明～質疑＞ 

（２）第１５号議案 損害賠償額の決定について 

          ＜説明～質疑＞ 

 

会計管理室                                                

（１）第８号議案  令和５年度亀岡市馬路財産区特別会計補正予算（第１号） 

          ＜説明～質疑＞                

（裏面あり） 
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３ 討論～採決                

 

４ 陳情・要望                

（１）令和６年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い（別紙１） 

（２）学校教材（備品）の計画的な整備推進についてのお願い（別紙２） 

 

５ その他                                    

（１）議会だより掲載事項について 

（２）次回の日程等について 



令和５年１２月１１日 

総務文教常任委員会 
【 提 出 資 料 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部 
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自転車用ヘルメット購入費補助金交付事業 

 

１ 目  的 

令和５年４月１日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことを受

け、自転車利用者のヘルメット着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害軽減

を図るため。 

 

２ 対  象  亀岡市内在住の人 

 

３ 期  間 

・申請受付期間：令和６年１月４日（木）～３月２９日（金） 

・購入対象期間：令和５年１２月１９日（火）～３月２９日（金） 

（※予算額に達し次第終了） 

 

４ 補助金額 

ヘルメット購入費用の２分の１（１００円未満切り捨て）上限５，０００円 

使用者１人につきヘルメット１個かつ１回限りとする。 

 

５ 件  数 約１００件（先着順） 

 

６ 予 算 額 ５，０００円×１００件＝５００，０００円 

 

７ 対象の自転車用ヘルメット 

・「ＳＧマーク」「ＪＣＦマーク」「ＣＥマーク」「ＧＳマーク」「ＣＰＳＣマーク」など

安全性の認証を受けたもの。 

・令和５年１２月１９日以降に亀岡市内の店舗で購入した新品のもの。 

※学校指定の通学用ヘルメットは除く。 

 

８ 申請方法 

申請書類等を Logo フォームで送信、または、自治防災課へ持参、郵送。 

 

９ スケジュール 

・広報周知 １２月１９日（火）～  

・応募期間 １月４日（木）～ 

・口座振込 ２月１日（木）～４月２５日（木） 

市内自転車用ヘルメット取

扱店舗にもポスターを配布

し、補助金のＰＲと品揃え

の協力をお願いする。 

資 料 
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市庁舎屋根修繕について 

 

総務部総務課 

 

 

１ 修繕内容 

令和５年８月１５日（火）に襲来した台風第７号の暴風により、市庁舎屋根パ

ネルが破損したため、緊急修繕を行います。 

 

 

破損個所 ※ R5.8.15 台風第 7号により北側正面の屋根パネル（2枚）破損 

 
 

 

２ 事業費 

   ２７,５００，０００円（税込み） 

※ 台風によって破損した屋根パネル２枚分の修繕及びそれに伴う足場の設置等 

 

 

 

３ 財 源 

   単独災害事業復旧債（充当率１００％）：交付税措置４７．５％ 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 
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４ 破損状況（写真） 

 

 

 

屋根点検口より破損個所確認 



-4- 

 
 

 
破損したパネル（材質アルミニウム、L=3.2m×W=0.82m） 



Administrator
テキストボックス
　　　　　　（別紙１）









Administrator
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　（別紙２）
















